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【５－９　気象庁震度階級関連解説表】 
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【５－１０　注意報・警報発表基準 】 
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【大雨、洪水及び高潮警報・注意報基準一覧表の解説】 

 

（１）警報・注意報は、気象要素が本表の基準に達すると予想される市町に対して発表する。 

（２）大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域雨量指数基準、複合

基準のうち基準を設定していないもの、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川

がない場合、高潮警報・注意報で現象が発現せず基準を設定していない市町村等について

は、その欄を“－”で示している。 

（３）大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水

害）」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に

達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」、として発表する。 

（４）大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。 

（５）大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は１㎞四方ごとに設定しているが、本表の土壌雨

量指数基準には市町村等の域内における基準の最低値を示している。 

１㎞四方ごとの基準値については、気象庁ホームページ 

　　　（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html）を参照のこと。 

（６）洪水の欄中、「〇〇川流域=10．5」は、「〇〇川流域の流域雨量指数を10．5以上」を意

味する。 

（７）洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、本

表の流域雨量指数基準には主要な河川における代表地点の基準値を示している。欄が空白

の場合は、当該市町村のにおいて主要な河川は存在しないことを表している。主要な河川

以外の河川も含めた流域全体の基準値は気象庁ホームページ

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui..htm）を参照のこと。 

（８）洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数、流域

雨量指数）の組み合わせによる基準値を示している。その他の地点の基準値は気象庁ホー

ムページ（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）を参照のこと。 

（９）洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「〇〇川[△△]」は、洪水警報において

は「指定河川である〇〇川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情

報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、洪水

注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場

合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。 

（10）高潮警報・注意報の基準の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面と

して東京湾平均海面（TP）を用いるが、島嶼部など一部では国土地理院による高さの基準

面あるいはMSL（平均潮位）を用いる。 
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